
２　おごおりっこを育む地域の中の子育て環境づくり
（１）子育て家庭への支援の充実
No. 事業名 担当課 内容（第２期計画記載） 実施状況（令和３年度） 評価 今後の取り組み 方向性

子育て支援
課

小郡市子育て支援センターを中心に、子育て
サークルの立ち上げや運営についての情報を
共有し、他4か所の支援センターとも連携してい
く。
新型コロナウイルス感染拡大防止に配慮し、今
後も、情報提供や活動の場の提供、サークル
同士のネットワークづくりなどの活動支援を行う
とともに、講座等を開催し、支援内容の充実を
図った。

A

小郡市子育て支援センターを中心に、子育てサー
クルの立ち上げや運営についての情報を共有し、
他4か所の支援センターとも連携していく。
新型コロナウイルス感染拡大防止に配慮し、今後
も、情報提供や活動の場の提供、サークル同士の
ネットワークづくりなどの活動支援を行うとともに、
講座等を開催し、支援内容の充実を図る。

継続

保育所・幼稚
園課

子育てサークルや仲間づくりの支援を行った。 A

小郡市子育て支援センターを中心に、子育てサー
クルの立ち上げや運営を支援します。
今後も、情報提供や活動の場の提供、サークル同
士のネットワークづくりなどの活動支援を行うととも
に、支援内容の充実を図る。

継続

子育て支援
課

新型コロナウイルス感染拡大防止に配慮した
子育て支援を行った。

A
新型コロナウイルス感染拡大防止に配慮した子育
て支援を行う。

継続

保育所・幼稚
園課

保育所・幼稚園課の窓口や乳幼児健康診査、
つどいの広場において、相談できる体制づくり
を行った。

A

子育ての孤立化を防ぐために、気軽に身近なところ
で相談できる体制を整備するとともに、必要な時に
必要な情報を得ることができる情報提供体制の整
備を進める。

継続

3 各種学級・講座の充実 子ども育成課

子育てに関する知識や心構えの学習、また交流や情
報交換の場として、家庭教育学級など各種学級・講
座の充実を図ります。
また、児童の読書習慣の形成や豊かな情操の育成
に向けて、おはなし会など本に親しむ環境づくりを進
めます。

子育てに関する知識や心構えの学習、また交
流や情報交換の場として、家庭教育学級など
各種学級・講座の充実を図った。
・ようこそ赤ちゃん教室(6回開催）参加者延べ
91人
・家庭教育学級（15回開催）参加者延べ394人

A

親としての在り方、子育てにおける心構えや方法論
などを学ぶとともに、親同士の交流、情報交換の場
として、引き続きようこそ赤ちゃん教室での子育て
講話を実施する。

継続

3 各種学級・講座の充実 図書課

子育てに関する知識や心構えの学習、また交流や情
報交換の場として、家庭教育学級など各種学級・講
座の充実を図ります。
また、児童の読書習慣の形成や豊かな情操の育成
に向けて、おはなし会など本に親しむ環境づくりを進
めます。

月2回土曜日に定例のおはなし会を、図書館入
り口横のエントランスで、感染対策を取りながら
実施した。
「子どもと絵本講座」は、緊急実態宣言のため、
他の行事や会場の都合で開催できなかった。

B

今後もおはなし会や本に親しむことができるような
行事等を企画し、幼児・児童の読書習慣の形成や
豊かな情操の育成を図ることができるように環境づ
くりを進める。

継続

子ども育成課

・児童手当及び特例給付の支給を行った
・子どもの医療費については、令和３年度から
中学生の通院費まで対象を拡大し助成を行っ
た

A
・児童手当及び特例給付は継続して支給する
・子どもの医療費助成については、継続して助成を
行っていく。

継続

子育て支援
課

相談の中で、必要に応じて経済的支援の窓口
を案内し支援につなげた。

A
適切な支援につながるように、制度の情報収集や
関係機関への案内に努める。

継続

保育所・幼稚
園課

令和元年１０月からは幼児教育・保育の無償化
を実施し、子育て世帯の経済的負担の軽減に
努めた。

B
引き続き子育てに関する経済的負担の軽減を図っ
ていく。

継続

教育総務課

就学援助費、特別支援教育就学奨励費の支給
を行った。GIGAスクールの実施に伴い必要と
なるオンライン学習通信費についても支給し
た。

A
子育てに関する経済的負担の軽減を図っていくとと
もに、GIGAスクールの実施に伴い必要となるオンラ
イン学習通信費についても支給する

継続

1
サークルなど親子間の交流事
業の促進

小郡市子育て支援センターを中心に、子育てサーク
ルの立ち上げ支援や、活動の場や情報の提供、サー
クル同士のネットワークづくりなど、活動への支援を
行います。
また、託児ボランティア人材の資質向上に向けた講
座などを開催します。

2
子育て家庭への育児相談・情
報提供事業の推進

子育て家庭の孤立を防ぐために、身近な場所で気軽
に相談できる体制を整備するとともに、必要な時に必
要な情報を得ることができる情報提供体制の整備を
進めます。
また、幼稚園・保育園や関係課との情報共有及び連
携を今後も図ります。

4
子育てのための経済的支援の
充実

児童手当の支給や子どもの医療費の助成、幼児教
育・保育の無償化などにより、経済的負担の軽減を
図ります。



子育て支援
課

小郡市子育て支援センターを中心に子育て
サークルの立ち上げや運営についての情報を
共有し、
新型コロナウイルス感染拡大防止に配慮し、情
報提供や活動の場の提供、サークル同士の
ネットワークづくりなどの活動支援を行うととも
に、支援内容の充実を図った。

B
各校区のコミュニティ推進事業において事業を開催
するなど、近くで参加できるよう支援する。

充実

都市計画課

令和3年10月より、立石・御原・味坂校区におい
て、デマンドタクシーの実証実験を行い、公共
交通の利便性向上のための検証を行った。な
お、この実証実験中、コミュニティバスの立石、
御原味坂ルートについては運行を休止した。

B

令和4年9月末までデマンドタクシーの実証実験を
引き続き行う。なお、令和4年1月に行った利用者ア
ンケートの結果を受け、実証実験中に利便性向上
のため、運行内容の見直しを行う。また、令和4年
10月以降の本格運行に向けた実証実験の検証を
行う。

充実
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（２）子どもの居場所づくりの推進

No. 事業名 担当課 内容（第２期計画記載） 実施状況（令和３年度） 評価 今後の取り組み 方向性

まちづくり推
進課

地元区と協議を行い、草取りや清掃などの日
常管理や、施設の補修などの整備を実施した。
また、遊具の日常点検や定期点検を行い、安
心安全な施設の保持に努めた。

A

遊具の安全点検による危険箇所の早期発見や、地
元区と協力して日常管理を行い、適宜施設の維持
補修に努める。また、公園施設長寿命化計画に基
づき、計画的に都市公園の遊具更新を行う。

継続

スポーツ振興
課

定期的に施設の点検を行い、安全管理上不具
合がないか確認した。
令和３年度は、トイレやベンチの簡易的な改修
を行った。
緊急性の高い遊具があれば修繕を実施してい
る。緊急性はないが改修・修繕が必要なものが
残っている。

B

施設の大規模な改修が必要なものについては、計
画的に改修・改善を進めていく。
軽微なものについては、緊急性を考慮し、随時修繕
していく。

継続

子育て支援
課

令和３年度の新たな設置はなかった。 B
地域のニーズや実態を把握し、地域住民の主体的
な活動となるような子どもの居場所づくりを支援す
る。

継続

保育所・幼稚
園課

子育て支援の一環として、保育所幼稚園に
通っていない子どもたちのために、各保育所に
おいて遊び場の提供を行った。

B

市内において、都市化が進行している地域におい
ては、自然の遊び場や空き地など子どもが集い遊
べる場が減少していることに加え、雨の日に遊べる
場所が不足しているため、公共施設などにおける
子どもの集いの場の設置を図る。

充実

子ども育成課

市内のアンビシャス広場について、新型コロナ
ウイルス感染症拡大により多くの事業中止を余
儀なくされたが、感染症対策を行いながら各団
体が安心して活動できるよう、開催時の対策方
法など情報提供に努めた。

A

育成者が安心して地域での子ども会育成活動がで
きるよう、感染症対策や三密対応を取り入れたレク
リエーション企画など、活動支援のための情報提供
に努める。
また、より効果的に事業が展開できるよう市内の
小・中学校や各団体と連携して取り組む。

継続

子育て支援
課

どもの居場所づくりに取り組んでいる団体に対
する支援として、チラシの配布等周知の支援を
実施した。

A
地域のニーズや実態を把握し、地域住民の主体的
な活動となるような子どもの居場所づくりを支援す
る

継続

5
移動の制約を受けている家庭
への支援

子育て家庭が社会とのつながりを持ち続けるため
に、コミュニティバスの利便性向上を行い、運行の充
実を図ります。
また、自治公民館など身近な場所で子育て支援事業
を開催し、子育て家庭が参加しやすい交流の場の充
実に努めます。

1 公園の整備
公園長寿命化計画に基づき、公園の改修・修繕や長
寿命化を推進し、また、地元区との協議を行い、安心
安全で快適に使える公園の維持・整備を図ります。

2 子どもが集える施設の整備

保育所（園）・幼稚園に通っていない子どもたちを始
め、すべての子どもが居場所として利用できる集いの
場を整えます。現在、酷暑や雨の日でも遊べる場所
が不足しており、公共施設などにおける子どもの集い
の場の設置を図ります。

3
子どもの居場所・交流事業の
推進

地域の大人が見守る「子ども達の居場所」であるアン
ビシャス広場について、ボランティアスタッフの確保や
放課後児童クラブ（学童保育所）との連携を進め、子
どもの居場所の確保や地域内の交流の促進を図りま
す。
また、放課後児童クラブ（学童保育所）との連携は、
それぞれの校区での現状把握を十分に行い、各校区
に合った連携策を検討します。



福祉課
放課後等デイサービスにおいて、相談支援員・
事業所と連携を取り、福祉サービスの円滑な利
用に努める。

B

放課後等デイサービスの利用者が年々増加傾向
にあるため、対象児童一人ひとりに時間をかけるこ
とが難しくなっている。個別に最適なサービスを提
供できるよう、連携をより密に行う事に努める。

充実

子育て支援
課

地域住民やボランティア団体による居場所づく
りにより、児童の安心できる居場所を確保でき
た

A
地域住民による、子どもの居場所づくりについて他
の住民に周知するなど、啓発に努める。

継続

子ども育成課

放課後児童クラブ（学童保育所）の充実につい
ては、条例に定める「1教室概ね40人」の基準
を満たすための施設及び、すべての小学校区
で1年生から6年生までの受け入れが可能とな
るよう19教室の支援単位を維持した。障がいの
ある児童の支援については、加配支援員の配
置や研修、巡回相談を実施した。

A

放課後児童クラブについては、利用者へのニーズ
調査や近隣自治体の状況の聞き取りを行い、保育
ニーズに合った環境整備を行う。また、令和2年に
発生した新型コロナウイルス感染症対策を引き続
き徹底する。

継続

子ども育成課

異年齢の子ども達が交流・体験活動を行う「ち
くご子どもキャンパス事業」の一環として、体験
活動ができるプログラムを小郡市埋蔵文化財
調査センターと連携して開催した。
・開催回数2回、参加者延べ人数　36人

A

感染症対策を徹底し、体験活動を推進する。また、
子どもたちの体験学習が身近な生活の場でできる
よう、小郡市青少年育成市民会議と連携して「ふれ
あいボランティアパスポート」の活用を推進する。

継続

図書課

おはなしコーナーが閉鎖中のため、ボランティ
ア団体による図書館でのおはなし会は開催で
きなかった。
学校やふれあい館三国でのおはなし会は、感
染対策を行いながら、できる範囲で行った。

B
新型コロナウィルス感染状況を見ながら、「子ども
の読書」関連団体等とも連携し、おはなし会の開催
や子どもに様々な体験や学びの場を提供していく。

継続

コミュニティ
推進課

校区コミュニティセンターにおいて、夏休みや冬
休みを中心に子ども向け講座を企画した。いく
つかが新型コロナウイルスの影響で中止となっ
た。令和３年度は１６の講座に延べ２４６人が参
加した。

B
引き続き、校区コミュニティセンターにおいて各種子
ども向け講座を検討する。開催にあたっては、感染
症対策に十分配慮する。

継続

生涯学習課
令和２年度と比べて活用件数が増加し、ボラン
ティアを依頼した側とボランティア活動をした
側、双方にとって有意義なものとなった。

B

感染症対策を十分やりながら、今後もボランティア
の派遣をやっていく。また、ボランティアの登録が少
なくなってきているので、呼びかけをどうしていくの
か検討する。

継続
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（３）子どもにやさしいまちづくり
No. 事業名 担当課 内容（第２期計画記載） 実施状況（令和３年度） 評価 今後の取り組み 方向性

都市計画課
R3年度、市営住宅の新規建設は該当がないた
め、バリアフリー化の事業は未実施。

未選択
市営住宅の新規建替えや大規模改修における居
室の改修に際しては、実施に取り組む。

未選択

都市整備課

主要幹線道路や狭あいな道路について、利便
性・安全性を確保する道路整備を実施した。
主に通学路安全対策を目的として、交差点クロ
スマークや路側帯カラー舗装整備を実施した。

B
引き続き、地元や関係機関との協議を行いながら、
住民の安全性、利便性を確保（向上）するための道
路整備を推進していく。

継続

1 福祉のまちづくりの推進

歩道や道路の段差の解消や市営住宅のバリアフリー
化、公共施設における子ども用トイレの設置などによ
り、子育てにもやさしい「福祉のまちづくり」を進めま
す。

4
子どもの放課後などの居場所
の充実

保護者が就労している小学生の放課後などの適切な
遊びと生活の場として、各小学校区に設置している放
課後児童クラブ（学童保育所）の整備に努めます。ま
た、障がいのある児童の受け入れについては、加配
の支援員を配置するなど、必要な整備を行います。

5
地域及び地域人材の活用によ
る生涯学習の充実

地域のボランティア人材などを活用し、子どもにさま
ざまな体験や学びの機会を提供することで、道徳心
や好奇心、表現力など、豊かな心や感性をもった子
どもの育成を図るとともに、世代間交流の促進や、知
恵や技能の継承につなげます。



2
交通事故防止・安全対策の推
進

防災安全課

飲酒運転の撲滅を始めとした安全運転への啓発を進
めるとともに、高齢ドライバーに安全運転や免許証の
自主返納も含めた啓発を推進します。
また、保育所（園）や各学校と連携し交通安全教室を
開催するとともに、地域における児童の登下校時の
見守り活動を促進します。

各学校の交通安全教室に参加したり、児童・生
徒に交通安全啓発チラシを配布するなど、交
通安全意識の向上を図った。
自動車学校と連携して高齢者交通安全大会を
開催し、高齢ドライバー向けに安全運転への啓
発を進めた。
コロナ禍の影響で、セーフティステーションなど
の一部啓発活動の実施ができなかった。

B

セーフティステーション、駅前街頭啓発活動を実施
し、市民全体に対して交通安全啓発を行う。
小学校の交通安全教室への参加数を増やし、児童
の交通安全意識向上を図る。
免許証自主返納者に対する民間タクシー会社の
サービスについて情報提供に努めるなど、高齢ドラ
イバーの安全運転の啓発を推進する。

継続

防災安全課

地域防犯推進団体に青パトを貸し出し、防犯パ
トロールを実施していただくことで、地域での見
守り活動への意識の向上が図られた。
行政区に対して防犯灯設置補助金を交付する
ことで、、防犯灯の新設を推進し、地域の防犯
面における設備整備を図った。

A

各コミュニティセンターに青パトが整備されたことか
らも、今後も青パトの活動団体の認定や協力員証
の普及に努め、地域防犯推進団体と連携しなが
ら、防犯活動を推進していく。
新設分について防犯灯設置補助金を継続し、防犯
カメラについては新設・改良等を検討して、設備整
備を推進していく。

継続

コミュニティ
推進課

校区コミュニティセンターにおいて、まちづくり協
議会の防犯部会・青少年育成部会等の活動支
援を行った。
また、全コミセンに青パト仕様の公用車を配備
し、防犯パトロール車として地域で活用できる
環境を整備した。

A
引き続き、まちづくり協議会の拠点施設及び事務局
として取り組みの支援を行う。

継続

子ども育成課

小郡市青少年育成市民会議の事業見直しを行
い、地域の力が必要不可欠である「こども110
番の家」事業の説明会開催や旗を一新するな
ど、地域への再定着を図った。

A
「こども110番の家」事業について、より効果的に事
業が展開できるよう市内の小・中学校や各団体と
連携して取り組む。

継続

子ども育成課

7月と11月に県青少年健全育成条例に基づく
市内店舗（書店、コンビニ、カラオケ、レンタル
ビデオ等）の立入調査を行った。
11月に中学生向けパンフレットを配布し、適正
利用の向けた啓発を行った。また、健康課と連
携して３歳児健診時に「子どもとメディア」に関
するチラシを配布し、幼少期からメディアとの関
わり方についての意識啓発を行った。

A
引き続き、県条例に基づく立入調査を実施する。
また、子どもたちへ適正利用に向けた啓発を推進し
ていく。

継続

学校教育課

「ネットの危険から子どもをまもる」リーフレット
を小学校高学年・中学校全学年に配布し、携
帯電話・スマートフォン・インターネット等の適正
利用について啓発を行った。

B

GIGAスクールの実施に伴い、全児童・生徒にタブ
レット端末が整備されたため、児童生徒の情報活
用能力（情報リテラシー・情報モラルと含む）を育成
するとともに、保護者への啓発を行う。

充実

3 地域における防犯事業の推進

地域における防犯活動に対して青パトの貸し出しや
活動団体の認定などを行うとともに、警察署などと連
携した防犯教室の実施や、防犯灯・防犯カメラの設置
の推進により防犯体制の整備を図ります。

4
子どもを取り巻く有害環境対策
の推進

子どもにとって有害な情報から子どもを守るとともに、
子どものメディア・リテラシーの向上に向けて、学校や
家庭と連携しながら啓発活動や情報発信を推進しま
す。
また、子どものスマートフォン利用について、適正利
用に向けた啓発を推進します。



２　おごおりっこを育む地域の中の子育て環境づくり

（４）さまざまな家庭に対する子育て支援の充実

No. 事業名 担当課 内容（第２期計画記載） 実施状況（令和３年度） 評価 今後の取り組み 方向性

子育て支援
課

子育て支援課内に母子・父子自立支援員を配
置し、ひとり親の相談窓口や支援について広報
により周知し、ひとり親等への相談などを行っ
た。特に離婚時の相談や、児童扶養手当の現
況届時の相談を受け付けた。また、ひとり親サ
ポートセンターや生活困窮者自立支援制度の
相談支援員及び家計改善支援員と連携し、就
労支援等を行いひとり親家庭の自立支援がで
きた。

A

ひとり親家庭が安心して生活できるよう、各家庭の
状況に応じた自立支援、就業支援、子育て支援な
どの充実を図る。
また、ひとり親家庭へのさまざまな支援制度を多く
の人に知ってもらうため、広報紙等による周知や、
各課の連携による窓口対応に努め、利用者の増大
を図る。
スムーズな相談が行えるように、母子父子自立支
援員が研修を受けたり、窓口の対応を工夫するな
ど心がけ、相談者の要望に応えられるよう努める。

継続

子ども育成課

ひとり親家庭等への支援として、児童扶養手当
の支給及びひとり親家庭等医療費助成を行っ
た。新型コロナウイルス感染症の影響を受けや
すい、ひとり親世帯等の経済的負担の軽減を
緩和するため国及び市独自の臨時特別給付金
を支給した。

A

引き続き、ひとり親家庭等への支援として児童扶養
手当の支給およびひとり親家庭等医療費助成を行
う。また、国の新型コロナウイルス感染症対策等の
状況をふまえて事業を行う。

継続

福祉課

未就学児に対する児童発達支、就学児に対す
る放課後等デイサービス等の福祉サービス及
び各種助成制度の利用を促進し、利用者及び
その世帯の負担軽減、児童の健全な成長に努
める。

B

児童に対する福祉サービス及び各種助成制度の
利用は年々増加傾向にあるため、引き続き関係機
関との連携、福祉サービス及び各種助成制度の利
用を推進し、利用者及びその世帯の支援に努め
る。

充実

国保年金課

令和３年４月１日に福岡県子ども医療費支給
制度が改正された事に伴い、中学生の入院時
の負担軽減、精神病床入院助成、扶養義務者
の所得制限を児童手当準拠とするなど、特別
な配慮を必要とする子どもとその家庭に対して
負担軽減を拡充した。

A
引き続き、重度障がい者医療費支給制度の周知及
び医療費助成を行い、特別な配慮を必要とする子
どもとその家庭に対しての負担軽減を継続する。

継続

子育て支援
課

相談で各種サービスや助成制度を利用してい
ないこケースについては、、各課及び関係機関
と連携し、利用につないだ。

A
相談で必要な支援を把握し、関係機関と連携し支
援する。

継続

子ども育成課
保護者からの相談に対し、適切な支援につな
げられるよう関係機関との連携を図った。

A
引き続き、適切な支援につなげられるよう関係機関
との連携を図っていく。

継続

特別な配慮を必要とする子とそ
の家庭への支援の充実

特別な配慮を必要とする子どもとその家庭に対し、成
長過程に応じた保育や療育、教育などを推進すると
ともに、放課後などの居場所の充実や障がい福祉
サービス及び各種助成制度の周知に努め利用を促
進することで、児童の成長や発達、また保護者の負
担軽減や不安の解消を図ります。また、保護者や保
育所（園）などからの相談に対し、適切な支援につな
げられるよう、職員のスキルアップや関係機関との連
携強化を図ります。
また、第３期小郡市障がい者計画に基づき、親の会
等への支援を行います。

1
ひとり親家庭への自立支援の
推進

ひとり親家庭が安心して生活できるよう、各家庭の状
況に応じた自立支援や就業支援、子育て支援などの
充実を図るとともに、支援の周知や各課の連携によ
る窓口対応に努め、利用者の増大を図ります。
また、スムーズな相談の実施に向けて職員の研修受
講などによるスキルアップや窓口対応の工夫・改善を
図ります。

2



健康課

乳幼児健康診査や育児発育相談等において、
保健師等専門職との相談を行ったうえで、保護
者の希望がある場合は臨床心理士・公認心理
師による子育て相談（予約制）や親子あそび教
室へ案内した。親子あそび教室では親子の関
わりを学びながら、必要に応じて療育専門機関
につないだ。

A

乳幼児健康診査や育児発育相談等において、保健
師等専門職との相談を行ったうえで、保護者の希
望がある場合は臨床心理士・公認心理師による子
育て相談（予約制）や親子あそび教室へ案内する。
親子あそび教室では親子の関わりを学びながら、
必要に応じて療育専門機関につなげる。
保護者の心配や気がかりがない場合は子育て相
談へ繋がらないケースもあるため、子育て支援課
や保育所・幼稚園課及び支援センター等関係機関
との情報共有・連携が引き続き必要。

継続

子育て支援
課

乳幼児健康診査や育児発育相談等において、
保健師等専門職との相談を行ったうえで、保護
者の希望がある場合は臨床心理士・公認心理
師による子育て相談（予約制）や親子あそび教
室へ案内した。親子あそび教室では親子の関
わりを学びながら、必要に応じて療育専門機関
につないだ。併せてこぐま相談会を案内するな
ど保護者の心配に寄り添うことができた。
保護者の心配や気がかりがない場合は子育て
相談へ繋がらないケースもあるため、子育て支
援課や保育所、幼稚園及び支援センター等関
係機関との情報共有・連携ができた。

A

乳幼児健康診査や育児発育相談等において、保健
師等専門職との相談を行ったうえで、保護者の希
望がある場合は臨床心理士・公認心理師による子
育て相談（予約制）や親子あそび教室へ案内する。
親子あそび教室では親子の関わりを学びながら、
必要に応じて療育専門機関につなぐ。
保護者の心配や気がかりがない場合は子育て相
談へ繋がらないケースもあるため、子育て支援課
や保育所、幼稚園及び支援センター等関係機関と
の情報共有・連携が引き続き必要。

継続

保育所・幼稚
園課

子育て支援コンシェルジュの配置により、保護
者に寄り添った丁寧な子育て相談できる体制
が可能となった。

A
幼稚園や保育所入所の相談の際に、子育て支援コ
ンシェルジュによる丁寧な相談体制の確保を行い、
入園へつなげていく。

継続

4 外国人家庭への支援 総務広報課

日本語教室の開催による日本語の学習機会の提供
や、関係団体との連携による相談事業及び交流事業
を通じて、外国人家庭の子育てを支援します。また、
外国語及びやさしい日本語による情報提供の充実に
向けて、庁内の各課と連携しながら方策の検討を進
めます。

・外国人のための日本語教室を24回実施した。
日本人の外国人配偶者およびその子どもの参
加もあった。県の多言語による出張相談会を予
定していたが、本年度も申込はなかった。
・コロナ関連と給付金関連の情報をやさしい日
本語で掲載した。

A

日本語教室を継続して開催し、初級レベルの外国
人も積極的に受け入れる。
ホームページからダウンロードできる市ホームペー
ジ内に開設したページ「外国人のみなさんへ」を活
用し、外国人向けの情報発信を充実させる。

継続

5 子育て困難家庭への支援
子育て支援

課

児童虐待の未然防止や相談・事案に対する対応力
の強化を図ります。保護や支援を必要とする子どもや
保護者に対し、児童相談所をはじめとする関係機関
と連携をとりながら、切れ目のない支援を行います。
また、情報共有の際に課題となる個人情報の取り扱
いについて整理を進めます。

児童虐待防止に関する研修を相談員が受け、
子どもおよび保護者に対し、適切な対応および
支援に努めた。また、関係機関との情報共有
の際には、個人情報の取扱いについて留意す
ることを伝えた上で行った。

A

研修を受けることや日常の対応の中で、児童虐待
防止など相談への対応力強化を図る。
関係機関と情報共有する際には、個人情報の取り
扱いについて留意する旨、喚起する。

継続

子育て支援
課

相談で必要な支援を把握し、関係機関と連携し
支援する。

A
就労・経済などの支援について、関係機関と連携し
支援する。

継続

福祉課

生活困窮家庭への支援として、生活困窮者自
立支援制度の自立相談支援事業、家計改善支
援事業等に取り組んだ。
また、新型コロナの影響を受け生活困窮状態
にある市民を対象として、食材を提供する事業
（まごころパック）事業を実施した。

B
生活困窮者自立支援制度（自立相談支援事業、家
計改善支援事業等）の普及に努めるとともに、関係
機関との連携に努める。

継続

学校教育課
スクールソーシャルワーカーを２名配置し、厳し
い家庭環境にある子ども・家庭の支援を行っ
た。

B
スクールソーシャルワーカーの複数配置を継続し、
引き続き厳しい家庭環境にある児童生徒・家庭の
支援を継続する。

継続

教育総務課

学習支援施策として、就学援助、特別支援教
育就学奨励費を支給するとともに、高等学校等
への進学者については奨学金制度についての
周知を行った。

A

就学援助の受給者数については増加傾向にあるた
め、引き続き制度を実施していく。また、大学等の
奨学金制度についても、給付型制度についての周
知を行う。

継続

6 生活困窮家庭への支援

子どもの現在及び将来が生まれ育った環境により左
右されることのないよう、子どもの学習・生活をはじ
め、保護者の就労・経済などの支援を検討します。
また、厳しい家庭環境にある子どもの支援の充実を
図るため、スクールソーシャルワーカーの配置拡大に
努めます。

3
特別な配慮を必要とする子とそ
の家庭への相談事業の充実

乳幼児健診や育児発育相談などを通じて、支援が必
要と思われる子ども・保護者に対し、保健師や臨床心
理士などによる発育発達に関する相談また巡回相談
を行い、必要に応じて療育機関などにつなげます。
また、支援の充実に向けて、保育所（園）・幼稚園や
支援センターなど関係機関と連携を図るとともに、子
育て支援相談員や利用者支援専門員の資質向上を
図ります。


